
介護保険負担限度額認定の更新について   
 

本案内は、令和 6 年 7 月末有効期限の「介護保険負担限度額認定証」を交付されている方にお送りしています。

引き続き、負担限度額認定を希望する場合は、7 月末までに必ず負担限度額認定の更新申請を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

●対象者の要件(これらすべてを満たすこと) 

  （１）介護認定を受けている 

 （２）市民税非課税世帯である   

    ※配偶者が別世帯の場合には、その配偶者も非課税であること 

    （市川市外に居住の場合には、配偶者の非課税証明書の提出が必要） 

 （３）預貯金額等の合計額が、下記に掲げる表の基準額以下であること 
 

  ※配偶者には、事実上の婚姻関係や世帯を分離している場合も含みます。 

 

利用者負担段階 収入要件 預貯金等基準額 

第１段階 生活保護または老齢福祉年金を受給している 
単身：1,000 万円 

夫婦：2,000 万円 

第２段階 
本人の年金収入額（非課税年金含む）とその他の合計所得が、

年間 80 万円以下である 

単身：  650万円 

夫婦：1,650 万円 

第３段階① 
本人の年金収入額（非課税年金含む）とその他の合計所得が、

年間 80 万円を超え 120万円以下である 

単身：  550万円 

夫婦：1,550 万円 

第３段階② 
本人の年金収入額（非課税年金含む）とその他の合計所得が、

年間 120 万円超である 

単身：  500万円 

夫婦：1,500 万円 
 

※65歳未満の方は、所得に関わらず預貯金額等の基準額は単身 1,000万円、夫婦 2,000 万円です。 

 

特例減額措置 

市民税課税世帯であっても、高齢夫婦世帯等で一方が施設に入所し、残された配偶者の収入が

一定額以下となる場合には、第 3段階②として特例減額措置を適用することができます。 

ｼｮｰﾄｽﾃｲには適応されません。詳細は介護保険課資格給付グループへお問い合わせください。 
 
 

【負担限度額適用後 1日当たりの費用額】光熱水費の高騰や在宅で生活する高齢者の負担とのバラ

ンスを考慮し、令和６年８月より国が定めた居住費の基準費用額が１日あたり６０円引き上げられる

ことに伴い、居住費の負担限度額が１日あたり６０円引き上げられます（多床室を除く）。 
 

利用者負担段階 食 費 
食費（短期入

所サービス） 
多 床 室 従 来 型 個 室 

ユ ニ ッ ト 型 

個室的多床室 
ユニット型個室 

第１段階 ３００円 ３００円 ０円 
特養等  ３８０円 

老健等  ５５０円 
５５０円 ８８０円 

第２段階 ３９０円 ６００円 ４３０円 
特養等  ４８０円 

老健等  ５５０円 
５５０円 ８８０円 

第３段階① ６５０円 １，０００円 ４３０円 
特養等  ８８０円 

老健等１，３７０円 
１，３７０円 １，３７０円 

第３段階② １，３６０円 １，３００円 ４３０円 
特養等  ８８０円 

老健等１，３７０円 
１，３７０円 １，３７０円 

 

※裏面に提出書類の説明あり 

令和 6年 8月中に下記施設の利用予定がない方は、申請書類の提出は不要です。 

令和 6年 9月以降に利用予定の方は、当該月までにご申請ください。 

・特別養護老人ホーム 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

※詳しくは担当ケアマネジャーまたは、利用中の施設までお問い合わせください 



負担限度額認定更新時に必要な提出書類について 

１．申請書・同意書（申請書の裏面） 

  ・記入例をご確認の上、漏れなくご記入ください。 

 

２．預貯金通帳等のコピー（生活保護の方は不要です）  

預貯金等資産の合計金額が基準額以下であることを証明するために、ご本人様（配偶者がいる場

合は夫婦 2人分）の、預金通帳等のコピーをご提出いただきます。 

・通帳が複数ある場合は、全ての通帳のコピーが必要です。 

・申請日より前 2ヶ月の出入金と最終残高がわかるように記帳してからコピーをとってください。 

≪ご注意≫・1通の通帳につき、以下のページの写しが必要です。 

①銀行・支店・口座番号・名義人（表紙を開けたページ）※表紙ではありません 

②直近 2ヶ月間の出入金及び最終残高 (年金の金額が分かるように） 

③定期預金・貯蓄預金も預けている場合は、各最終残高 

        （同じ通帳に定期預金のページがある場合には、0円の場合でも添付してください） 

 

３．配偶者の非課税証明書 （生活保護の方は不要です）  

配偶者の住民票が市川市にない場合（※本年 1月 1日に市川市に住民票があった場合または住所

地特例該当者は除く）は、配偶者の「非課税証明書」の添付をお願いいたします。 

「非課税証明書」の入手方法は、配偶者の住民票がある市町村にお問い合わせください。 

 

４．その他添付書類 （生活保護の方は不要です） 

   預貯金以外の、有価証券、金・銀、投資信託、負債がある場合も内容や金額が確認でき

る書類の添付が必要です。 

 

５．届出チェックシート（生活保護の方は不要です）  

   確認事項にチェックをして、上記の申請書類等と併せてご提出ください。 

 

【申請の流れと提出先】 

申請書と 

添付書類 

の提出 

（郵送可） 

【提出方法】・郵送（裏面下部に宛先あり）  

・市役所第１庁舎または行徳支所介護福祉相談窓口 

6月中は、窓口が大変込み合うことが予想されます。 

申請書類の提出は、郵送でも受け付けておりますのでご利用ください。 
 

更新書類提出の〆切  令和 6 年 7月 31日（水） 
※上記期日にて一旦締め切りますが、申請は随時受け付けます。 

ただし、8月末までに申請いただかないと、継続して適用することができません。 

 ↓  

審査結果 

の発送 

結果通知は普通郵便にて順次発送いたします。 

更新期間（毎年６月～７月頃）は混み合いますので、お時間を頂きます。 
 

【問合せ先・送付先】    〒272-8501 市川市八幡 1丁目 1番 1号  

市川市 介護保険課 資格給付グループ 電話 047-712-8541 


